
申申し込み　問問い合わせ

都
市
計
画
変
更
案
閲
覧
と
公
聴
会

　

西
善
・
中
内
地
区
の
都
市
計
画
の

変
更
案
閲
覧
と
、
公
聴
会
を
開
催
し

ま
す
。

変
更
内
容
＝
❶
区
域
区
分
の
変
更
❷

用
途
地
域
の
変
更

●
変
更
案
の
閲
覧

期
日
＝
10
月
11
日
㈮
〜
25
日
㈮
（
土

日
曜
・
祝
日
を
除
く
）

閲
覧
場
所
＝
❶
は
県
庁
都
市
計
画
課
、

前
橋
土
木
事
務
所
、
市
役
所
都
市
計

画
課
❷
は
市
役
所
都
市
計
画
課

●
公
述
申
出
書
の
提
出
＝
公
聴
会
で

意
見
の
発
表
を
希
望
す
る
公
述
人
は
、

10
月
25
日
㈮
ま
で
に
郵
送
で
。
公
述

申
出
書
に
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
職

業
・
変
更
案
に
つ
い
て
利
害
関
係
と

意
見
の
要
旨
（
４
０
０
字
以
内
）
を

記
入
し
、
❶
は
〒
３
７
１
‐
８
５
７

０
大
手
町
一
丁
目
１
‐
１
・
県
庁
都

市
計
画
課
❷
は
市
役
所
都
市
計
画
課
へ

●
公
聴
会

　

傍
聴
希
望
者
は
当
日
会
場
へ
直
接

お
越
し
く
だ
さ
い
。
公
述
人
が
い
な

い
場
合
は
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
。

そ
の
場
合
は
、
各
閲
覧
場
所
と
本
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

日
時
＝
11
月
15
日
㈮
10
時

会
場
＝
上
川
淵
公
民
館
上
北
分
館

問
市
都
市
計
画
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
４
３

都
市
計
画
変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す

　

前
橋
勢
多
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・

４
号
茂
木
堀
越
線
の
変
更
案
を
縦
覧

し
ま
す
。

期
日
＝
10
月
11
日
㈮
〜
25
日
㈮
（
土

日
曜
・
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所
＝
県
庁
都
市
計
画
課
、
前

橋
土
木
事
務
所
、市
役
所
都
市
計
画
課
、

大
胡
支
所

意
見
書
の
提
出
＝
変
更
案
に
意
見
の

あ
る
人
は
、
10
月
25
日
㈮
（
必
着
）

ま
で
に
郵
送
で
。
住
所
・
氏
名
・
意

見
の
要
旨
を
書
い
た
意
見
書
を
〒
３

７
１
‐
８
５
７
０
大
手
町
一
丁
目
１
‐

１
・
県
庁
都
市
計
画
課
へ

問
市
都
市
計
画
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
４
４

パ
ト
ロ
ー
ル
で
違
反
建
築
を
確
認

　

10
月
15
日
㈫
か
ら
21
日
㈪
ま
で
の

違
反
建
築
防
止
週
間
に
合
わ
せ
、
10

月
16
日
㈬
に
公
開
建
築
パ
ト
ロ
ー
ル

を
実
施
し
ま
す
。
建
築
物
の
新
築
や

増
改
築
、
移
転
工
事
な
ど
を
す
る
と

き
は
、
建
築
確
認
申
請
書
を
建
築
指

導
課
や
検
査
機
関
へ
提
出
し
、
確
認

を
受
け
て
か
ら
着
工
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
工
事
に
着
手
す
る
際
は
、
工

事
現
場
の
見
や
す
い
位
置
に
確
認
済

み
の
表
示
板
を
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

問
建
築
指
導
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
３

農
業
集
落
排
水
は
適
切
な
利
用
を

　

生
ご
み
や
紙
お
む
つ
、
調
理
油
な

ど
水
に
溶
け
な
い
も
の
を
流
す
と
排

水
管
の
詰
ま
り
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

誤
っ
て
流
さ
な
い
よ
う
注
意
し
、
宅

地
内
の
排
水
升
は
定
期
的
に
点
検
し

て
、
ご
み
が
詰
ま
ら
な
い
よ
う
清
掃

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
農
村
整
備
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
１
４

教
育
委
員
会
10
月
定
例
会
の
傍
聴

　

教
育
委
員
会
定
例
会
の
傍
聴
が
で

き
ま
す
。

日
時
＝
10
月
16
日
㈬
15
時

会
場
＝
市
役
所
31
会
議
室

対
象
＝
一
般
、
先
着
10
人

申
当
日
14
時
30
分
〜
50
分
に
会
場
へ

直
接

問
教
育
委
員
会
事
務
局
総
務
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
０
２

公
民
館
運
営
審
議
会
の
傍
聴

　

公
民
館
運
営
審
議
会
の
傍
聴
が
で

き
ま
す
。

日
時
＝
10
月
８
日
㈫
10
時
〜
11
時
30
分

会
場
＝
中
央
公
民
館
５
０
１
学
習
室

対
象
＝
一
般
、
先
着
５
人

申
当
日
９
時
30
分
〜
10
時
に
会
場
へ

直
接

問
同
館

☎
０
２
７
‐
２
１
０
‐
２
１
９
９

審
議
会
委
員
が
決
定
し
ま
し
た

　

文
京
町
四
丁
目
土
地
区
画
整
理
審

議
会
委
員
が
、
次
の
と
お
り
決
定
し

ま
し
た
。
任
期
は
令
和
６
年
９
月
27

日
㈮
ま
で
で
す
。

所
有
者
選
出
委
員
（
敬
称
略
）
＝
阿

部
孝
一
、
大
島
政
喜
、
竹
内
茂
、
川

口
廣
子
、
中
村
建
次
、
船
戸
作
司
、

石
井
肇

学
識
経
験
委
員
（
敬
称
略
）
＝
宮
川

健
夫
、
窪
田
治
好

問
区
画
整
理
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
１
２

壊
れ
た
お
も
ち
ゃ
を
修
理
し
ま
す

　
壊
れ
た
お
も
ち
ゃ
を
修
理
し
ま
す
。

日
時
＝
❶
10
月
13
日
㈰
❷
15
日
㈫
❸

20
日
㈰
、
10
時
〜
12
時

会
場
＝
❶
は
南
橘
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
❷
は
城
南
支
所
❸
は
総
合
福

祉
会
館

問
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
２
３
２
‐
３
８
４
８

骨
髄
バ
ン
ク
登
録
に
ご
協
力
を

　

10
月
は
骨
髄
バ
ン
ク
推
進
月
間
。

白
血
病
や
再
生
不
良
性
貧
血
な
ど
の

病
気
の
治
療
法
に
、
骨
髄
移
植
が
あ

り
ま
す
。
現
在
も
多
く
の
患
者
が
骨

髄
移
植
を
待
っ
て
い
る
状
態
で
す
。

一
人
で
も
多
く
の
人
の
命
を
救
う
た

め
、
骨
髄
バ
ン
ク
・
ド
ナ
ー
へ
の
登

録
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問
保
健
総
務
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
８
１

年
金
の
新
し
い
制
度
が
開
始
に

　

消
費
税
引
き
上
げ
分
を
活
用
し

た
、
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度

が
10
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。こ
れ
は
、

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
や
所
得
額
が

一
定
基
準
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生

活
を
支
援
す
る
た
め
、
年
金
に
上
乗

せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
。
初
回
の

支
払
い
は
12
月
中
旬
で
す
。
４
月
１

日
以
前
か
ら
年
金
を
受
給
し
て
い
る

人
に
は
案
内
を
送
付
。
４
月
２
日
以

降
に
受
給
し
始
め
た
人
は
、
年
金
請

求
手
続
き
の
際
に
合
わ
せ
て
手
続
き

し
て
く
だ
さ
い
。

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

申
貸
し
出
し
を
希
望
す
る
日
の
３
カ

月
前
〜
７
日
前
に
同
課
（
☎
０
２
７
‐

２
２
０
‐
５
７
８
１
）
へ
直
接

違
法
薬
物
の
使
用
は
禁
止
で
す

　

10
月
と
11
月
は
麻
薬
・
覚
醒
剤
乱

用
防
止
運
動
月
間
。
薬
物
乱
用
は
身

体
や
生
命
に
危
害
を
及
ぼ
す
だ
け
で

な
く
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻

み
、
家
庭
を
崩
壊
さ
せ
、
社
会
の
秩

序
を
乱
す
な
ど
計
り
知
れ
な
い
影
響

を
及
ぼ
し
ま
す
。
一
回
だ
け
な
ら
と

い
う
軽
い
気
持
ち
は
禁
物
。
違
法
薬

物
の
恐
ろ
し
さ
を
認
識
し
、
近
づ
か

な
い
、近
づ
け
な
い
こ
と
が
大
切
で
す
。

問
保
健
総
務
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
８
２

短
距
離
タ
ク
シ
ー
利
用
が
便
利
に

　

10
月
１
日
か
ら
市
内
タ
ク
シ
ー
の

初
乗
り
・
加
算
運
賃
が
改
定
に
。
短

距
離
で
の
タ
ク
シ
ー
の
利
用
が
し
や

す
く
な
り
ま
す
。

初
乗
り
運
賃
＝
〈
変
更
前
〉
２
㌔
㍍

ま
で
７
３
０
円
〈
変
更
後
〉
１
・
４

５
２
㌔
㍍
ま
で
６
０
０
円

加
算
運
賃
＝
〈
変
更
前
〉
２
９
３
㍍

ご
と
に
90
円
〈
変
更
後
〉
２
７
４
㍍

ご
と
に
90
円

問
交
通
政
策
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
３
８

生
ご
み
処
理
を
家
庭
で
簡
単
に

　

生
ご
み
処
理
を
家
庭
で
簡
単
に
で

き
る
、
段
ボ
ー
ル
コ
ン
ポ
ス
ト
用
の

土
壌
改
良
剤
（
母
材
）
を
市
役
所
ご

み
減
量
課
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
段
ボ
ー
ル
の
中
に
土
壌
改
良

材
を
入
れ
て
で
き
る
も
の
で
、
微
生

物
の
力
で
生
ご
み
を
分
解
。
分
解
さ

れ
た
生
ご
み
は
、
堆
肥
と
し
て
活
用

で
き
ま
す
。
詳
し
い
作
り
方
は
本
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
ご
み
減
量
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
７
２

対
象
＝
〈
老
齢
基
礎
年
金
受
給
者
〉

65
歳
以
上
で
世
帯
員
全
員
が
市
民
税

非
課
税
で
あ
り
、
前
年
の
公
的
年
金

収
入
額
と
そ
の
他
所
得
の
合
計
が
87

万
９
，
３
０
０
円
以
下
〈
障
害
基
礎

年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者
〉
前

年
の
所
得
が
４
６
２
万
１
，
０
０
０

円
＋
扶
養
親
族
の
数
×
38
万
円
以
下

問
市
民
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
５
４

中
央
公
民
館
が
休
館
し
ま
す

　

10
月
17
日
㈭
と
18
日
㈮
は
文
化
祭

準
備
の
た
め
、
中
央
公
民
館
は
休
館

し
ま
す
。

問
同
館

☎
０
２
７
‐
２
１
０
‐
２
１
９
９

Ａ
Ｅ
Ｄ
を
無
料
で
貸
し
出
し
ま
す

　

市
内
で
開
催
す
る
ス
ポ
ー
ツ
大
会

や
地
域
で
の
行
事
な
ど
、
非
営
利
の

事
業
を
行
う
団
体
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動

体
外
式
除
細
動
器
）
を
貸
し
出
し
ま

す
。
運
搬
な
ど
の
費
用
は
自
己
負
担

で
す
。

貸
出
期
間
＝
７
日
間

申
込
書
の
配
布
＝
市
保
健
所
内
保
健

総
務
課
で
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

く
ら
し
の
情
報

本
庁
・
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

元
気
21
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー　
　
　
　
10
時
〜
19
時

窓 口
業務時間

お
知
ら
せ

●
農
林
中
央
金
庫
前
橋
支
店
＝

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
球
根
７
，
７ 

５
０
球
を
市
内
小
中
学
校
や
特
別

支
援
学
校
、
幼
稚
園
な
ど
の
教
育

施
設
へ
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